
　　　　　　　　　消防計画(共同住宅用)
１　目的・適用範囲等

　この計画は、消防法第8条第1項に基づき、　　　　　　　　　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

２　適用範囲

　　　　　　　　　　に居住、出入りするすべての者とする。

３　管理権原者及び防火管理者の業務と権限
　ア　管理権原者

1 　管理権原者は、　　　　　　　　　の防火業務について、すべての責任を持つものとする。

2 　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。
3 　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

4 　管理権原者は、防火管理者から防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備。欠陥の報告を受けた場合は、速やかに改修に努めなければならない。
イ　防火管理者
　防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。

1 　消防計画の作成（変更）

2 　消火・通報・避難誘導などの訓練の実施

3 　火災予防上の自主点検の実施と監督

ア　建物　　　　　共用部分の壁、天井等の状況等
イ　防火施設　　　共用部分の防火戸、防火シャッター、防煙たれ壁等
ウ　避難施設　　　共用部分からの避難経路、避難階段、避難口等
エ　電気設備　　　共用部分の各電気設備のネオン管設備、コンセント、照明器具等

オ　消防用設備等　消防用設備等の維持管理
4 　防火対象物の法定点検の立会

5 　消防用設備等の法定点検・整備及び立会

6 　改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

7 　火気の使用、取扱いの指導、監督

8 　居住者に対する防火・防災教育の実施

9 　管理権原者への提案や報告

10 　放火防止対策の推進

11 　その他、防火管理に必要となることの実施
12 　消防機関への報告、連絡事項
ア　防火管理者選任（解任）届出の提出

イ　消防計画の作成（変更）届出の提出

ウ　消防訓練を実施する届出の提出
エ　消防用設備等の点検結果報告書の提出

４　防火管理維持台帳の作成、整備及び保管

　管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。

５　火災・震災予防上の点検・検査（消防用設備等の自主点検含む）
1 　火災・震災予防対策
ア　防火管理者は、必要に応じて別表１「火災・防災予防の点検チェック表」を作成し保管するものとする。
イ　その他

　　防火管理者は、居住者からの防火、震災予防対策の関する質疑等を検討し、火災・防災意識の高揚に努める。

2 　自主的に行う検査・点検

自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行う。

ア　必要に応じて行う検査は、別表１「日常の火災・防災予防の点検チェック表」に基づき、防火管理者又は代理の者がチェックする。
イ　定期に行う検査は、法定点検に基づく点検とし、居住者は点検の立会等に協力する。

防火対象物の法定点検及び消防用設備等の法定点検
ウ　消防用設備の法定点検は、建物所有者の依頼により消防設備点検資格者が行うものとし、居住者は、点検に協力するものとする。
エ　その他　建築基準法に定める定期調査も建物所有者が行うものとし、点検に立ち会わなければならない。

3 　報告

防火管理者は、自主点検、法定点検等で不備・欠陥部分がある場合には、管理権原者に報告し改修しなければならない。なお、改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画とする。
６　厳守事項

　１　居住者等が守るべき事項

1 　居住者は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの　　防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

ア　廊下、階段、通路（共用部分を含む）には、物品を置かない。

イ　階段等への出入り口、防火シャッターの降下位置、又はその付近に物品が設けられ、扉、防火シャッターの開閉を妨げるような場合には、直ちに除去する。

ウ　上記において物品を容易に除去できない場合には、直ちに防火管理者に報告する。
2 　火気管理等

ア　居住者の占有部分の喫煙、火気使用設備等は、居住者の管理のもと使用について責任を持って管理、使用するものとする。

イ　危険物品は持ち込まない、持ち込ませない。
3 　防火管理者への連絡、承認事項
ア　各種火気設備器具を新設又は増設するとき

イ　危険物等を使用するとき

4 　放火防止対策（居住者含む）
ア　死角となる部分に可燃物を置かない。

イ　雑品倉庫等の施錠を行う。

ウ　建物内外の整理整頓を行う。

　２　防火管理者等が守るべき事項
1 　工事中の安全対策の樹立

ア　内装の改修等の工事を行う場合には、消防機関に相談し必要に応じて工事中の消防計画を作成し、届出を行う。

イ　工事における工事関係者への指導として、溶接、溶断など火気を使用する場合には、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。
ウ　工事関係者への喫煙管理指導、危険物等を持ち込む場合の防火管理者の承認を受けること。
エ　資器材等の管理、整理整頓を図り放火対策に努めること。

2 　共用部分での火気の使用制限
防火管理者は、次の事項について指定又は制限をすることができる。

ア　喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

イ　火気設備器具の使用禁止場所及び使用制限の指定

ウ　危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

エ　工事等の火気使用の禁止又は制限

オ　その他必要と認められる事項

3 　その他

防火管理者は、各占用部分からの避難経路図を作成し居住者に避難経路の周知徹底を図る。

７　自衛消防組織等

　
	係
	作業内容
	担当者
	備考

	消火係
	建物に設置された消防用設備の初期消火設備（消火器・屋内消火栓等）で初期消火を実施する。
	火災を発見又は火災現場にいる者
	初期消火作業は、人命を最優先して、危険が及ばない範囲で実施する。

	通報係
	　消防機関に119番し火災を通報する。
	火災を発見又は火災現場にいる者
	

	避難・誘導係
	　大声又は消防用設備の警報設備（自動火災報知設備、非常警報設備等）で建物居住者に火災を知らせる。
	火災を発見又は火災現場にいる者
	

	その他
	
	
	

	
	
	
	


　

８　地震対策

　１　日常の地震対策

1 　地震対策を実施する責任者は、防火管理者とする。

2 　地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア　什器等の転倒防止措置を行う。

イ　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

ウ　その他、地震災害被害軽減を図るため必要な措置を行う。
3 　地震時の非常用物品等を居住者は、各自確保し有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。

	備　蓄　品　目
	備　蓄　場　所

	１　飲料水

２　非常用食料

３　医薬品

４　懐中電灯

５　携帯ラジオ
	各占有部分


　
２　地震時、地震後の活動
1 　地震発生直後は、身を守ることを第一とする。

2 　出火防止

ア　火気設備器具等の元栓、器具栓を閉鎖又は電源遮断を行う。

イ　出火状況、けが人の発生状況を確認する。

ウ　地震動終了後、二次災害の発生を防止するため、占有部分の建物、火気設備器具等の点検・検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。

エ　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

オ　その他

        　 防火管理者は、避難通路の確保を行い、被害状況を管理権原者に報告する。

　３　その他

　　　建物の使用再開又は復旧使用するときは、防火管理者と協議し、対応するものとする。

　４　警戒宣言が発せられた場合の対応措置

　　ア　居住者は、各自地震発生に備えて身の安全、出火防止に努める。
　　イ　その他、居住者は必要な行動を行うものとする。
９　防災教育

　　　防災教育は、防災管理者が実施する教育に参加するものとする。
10　訓練

　　　訓練は、防災管理者が計画し、居住者は協力し参加するものとする。
　　施行日

11　この計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。
　　　
5

